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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ７ 年 ２ 月 2 7 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門  

塩 釜 拠 点 長  野 呂 田  智 義  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  0 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  7 7  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  船 舶 （ 若 鷹 丸 ） 船 尾

観 測 ク レ ー ン 換 装 業 務  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    履 行 期 限  令 和 ８ 年 ２ 月 2 7 日  

( 5 )    履 行 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 若 鷹 丸  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り



 2

捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札 価 格 と す

る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に

係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分

の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ

と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ） 第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 役 務 の 提 供 等 契 約 」 の 業 種 「 船 舶 整

備 」 で 、 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」

い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る

こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停
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止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期

間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 9 8 5 - 0 0 0 1  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 － ５  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 資

源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 管 理 チ ー ム  尾 﨑  

健 児  電 話  0 2 2 - 3 6 3 - 1 9 9 7  F A X  0 2 2 - 3 6 7 -

1 2 5 0  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者

は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、

入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状

様 式 等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  
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①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 若 鷹 丸 船 尾 観 測 ク レ ー ン 換

装 業 務 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 若 鷹 丸 船 尾 観 測 ク レ ー ン 換

装 業 務 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入

し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電

話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ

送 信 す る こ と 。   

 ( 3 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 2 0 日 ま

で に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説

明 書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。

当 日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明

書 受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ
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ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会

に 代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た

場 合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 4 )  入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ７ 年 ４ 月

2 1 日 1 4 時  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 － ５  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 塩 釜 庁

舎  会 議 室 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合

は 、 書 留 郵 便 に よ る こ と と し 、 令 和 ７ 年 ４ 月

2 1 日 1 2 時 必 着 の こ と ｡ ）  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を



 6

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ

た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と

な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に

よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ

な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ

の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩

序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る 場 合 は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を

も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価 格 を も

っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知

書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事
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務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  

t h e  p r o c u r i n g  e n t i t y :  T o m o y o s h i  N o r o t a ,  

D i r e c t o r ,  M a n a g e m e n t  D e p a r t m e n t  o f  S h i -

o g a m a ,  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  7 7  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  

b e  r e q u i r e d :  S h i p （ W a k a t a k a - m a r u ） s t e r n  

o b s e r v a t i o n  c r a n e  r e p l a c e m e n t  s e r v i c e s   

1 S e t  

( 4 )    F u l f i l l m e n t  p e r i o d :  2 7  F e b r u a r y  2 0 2 6  

( 5 )    F u l f i l l m e n t  p l a c e :  W a k a t a k a - m a r u ,  
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J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  

f o r  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a -

t i o n  A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D   “ S e r v i c e ”  

i n  t e r m s  o f  t h e  V e s s e l  M a i n t e n a n c e  s e c -

t i o n  o f  I n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t e n -

d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d -

u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  

f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  a g e n c y  i n  t h e  

f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 4 : 0 0 ,  2 1  A p r i l  

2 0 2 5  
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( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  K e n j i  

O z a k i ,  A d m i n i s t r a t i o n  S e c t i o n ,  M a n a g e -

m e n t  D e p a r t m e n t  o f  S h i o g a m a ,  F i s h e r i e s  

R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ， ３ - 2 7 - ５ ，

S h i n h a m a - c h o ,  S h i o g a m a - c i t y ,  M i y a g i ,  

9 8 5 - 0 0 0 1  J a p a n .  T E L  0 2 2 - 3 6 3 - 1 9 9 7  



業 務 仕 様 書 
 

 

１．件 名      若鷹丸船尾観測クレーン換装業務 

 

２．業務目的   本業務は、若鷹丸に装備されている船尾観測クレーンについて、経年劣化に

より本来の能力低下や漏油等が発生しており、調査航海に支障がでているため、

これを換装し、作業環境の改善を図ることを目的する。 

 

３．業務場所  宮城県塩釜市新浜町３丁目地先 又は 当所指定場所 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 若鷹丸 

 

４．業務期限  令和８年２月２７日 
 

５．業務内容   若鷹丸に装備されている船尾観測クレーン（HIAB-EFFER 25000-3S）を取り外

し、以下仕様のクレーンを新たに設置すること。ポンプユニット（別図参照）

については既設を再使用すること。 

 

（１）クレーンの構成 

1-1．船尾観測クレーン本体                    一式 

1-2．電磁弁ユニット（電磁比例マルチコントロールバルブスタンド） 一式 

1-3．制御盤                           一式 

1-4. 操作スタンド                        一式 

1-5．油圧配管                          一式 

1-6．ケーブル類                         一式 

1-7．ワイヤーロープ・クレーンフック               一式 

1-8．油圧ホース類・固定金具類                  一式 

 

（２）仕様 

1-1．船尾観測クレーン本体 
1-1-1．吊り上げ能力は、200KNm(20.6MPa時理論値)以上であること。 

1-1-2．定格荷重2000 kgまで対応可能な構造であること。 

1-1-3．巻上荷重は1500kgの能力を有し、右舷ギャロス頂部に搭載して既設装置同様に多関節型の

ジブを有し、折り畳み格納が可能であること。また展開時には精度良く操作を行うことが可

能であること。 

1-1-4．作業半径が最小5.0m以内、最大9.7m以上であること。 

1-1-5．旋回角度400°を有すること。 

1-1-6．巻上速度が25m/min以上であること。 

1-1-7．旋回速度が50s/360°、揚程については12.0m以上を有すること。 

 



1-1-9. 既設装置の重量(2940kg)から、船体復元性その他に影響を及ぼさないよう、本装置の重量

は3500kg以内であること。 

1-1-10．既設ポンプユニットを動力源（定格圧力：210kgf/㎠,定格油量：35L/min）として完全動

作を行えるとともに、安定した動作・操作が持続可能であること。 

 

1-2．電磁弁ユニット（電磁比例マルチコントロールバルブスタンド） 

1-2-1．既設の電気制御部に配置され、盤内の防水が保たれるように構成されていること。 

1-2-2．電気制御は船内電源（60Hz）および陸上電源（50Hz）を受電し、起動できること。 

 

1-3．制御盤 

1-3-1．既設の制御盤内で構成されること。換装に伴い、周辺機器類に影響を与えることがなく、

また干渉することがないように構築すること。 

1-3-2．制御盤は船内電源および陸上電源を受電し、本装置に必要な電圧や電流に変換して供給で

きること。 

1-3-3. 制御盤は操作盤から送られてくる信号を受信し、電気制御部に出力・指令が行えること。 

1-3-4. 電流の過負荷や短絡などが発生した場合に回路を自動遮断、保護できる機能であること。 

1-3-5. その他必要とする電気制御が可能であること。 

 

1-4．操作スタンド 

1-4-1．既設の操作盤位置で操作が可能であり、伸縮・俯仰・旋回・巻き上げ（下げ）の操作なら

びに前腕・後腕の操作区別を有していること。 

1-4-2．操作レバー（ジョイスィック）は本装置の動作方向と一致していること。操作量および操

作抵抗力が操作により、実行される動作量に対応していること。 

1-4-3．操作レバー（ジョイスティック）を動かしている時のみ動作し、操作レバーから手を離せ

ば当該操作部分が自動的に中立位置に戻って停止すること。 

1-4-4．操作レバー（ジョイスティック）・押しボタンスイッチ・ツマミ等は操作しやすい適切な

大きさ、形状、間隔を持っているもので、防水仕様であること。 

1-4-5. 操作レバー（ジョイスティック）・押しボタンスイッチ・ツマミ等は、その機能を示す文

字・記号・絵による表示があること。ただし機能が１つしかない場合は「入」「切」「ON」

「OFF」表示のみでよい。 

1-4-6. 本装置を操作中、安全上必要な機能を果たす部分については、その動作を容易に確認でき

る表示ランプなどを取り付けること。 

 

1-5．油圧配管 

1-5-1．既設の油圧ポンプユニット配管（鋼管）と連結可能な配管（20A）・角フランジ（20A用）

接続が可能であること。 

1-5-2．既設の油圧ポンプユニットの使用圧力・管内流速で本装置を動作できる仕様であること。 

1-5-3．配管接続部のＯリング等は新替すること。 

 

1-6．ケーブル類 

1-6-1．網代被覆もしくは日本規格（JIS）相当を満たした被覆が行われたケーブルであること。 



1-6-2．ケーブルの適当な位置に製造社名略号等を表示すること。 

1-6-3．ケーブル長は、30m以内であること。 

 

1-7．ワイヤーロープ・クレーンフック 

1-7-1．巻き取りウインチのワイヤーロープは10φ、45m以上の巻き込みが可能であり、アンチツ

イストタイプであること。 

1-7-2．クレーンフックには外れ止めが装備され、既設装置と同様にロープソケットおよびコッタ

止めにて構成され、ワイヤーロープの調整・終端処理が可能であること。 

 

1-8．油圧ホース類・固定金具類 

1-8-1．油圧関係のニップル等については、日本規格（JIS）相当品であること。 

1-8-2．油圧ホース・油圧配管継手・アダプター等はグリステープによる塩害対策を施し、可能な

限りSUS製を使用すること。 

1-8-3．船体床面などの接触する箇所においては、保護材などの擦れ対策を施すこと。 

1-8-4．本体固定金具（ボルト・ナット・ワッシャー）は、メーカー指定品を使用すること。 

 

（３）動作確認 

①作業終了後に動作確認を実施すること。なお、洋上における動作確認が必要な場合には、

請負業者乗船による動作確認を行うこと。 

②動作確認後、作業報告書を提出すること。 

③新規ケーブルについては、製造業者からの品質試験報告書を提出すること。 

 

６．特記事項 

（１）本業務の着工前、施工中および竣工時には適宜写真の撮影を行い、画像を電磁記録媒体

（CD-ROM 等）に整理・保存して２部提出すること。 

（２）当所担当職員と打合せの上、必要があれば図面の修正および作成を行うこと。 

（３）業務に必要な電源・ラフター・機材輸送用トラック・巻き取りドラム・架台等は請負者に

て手配すること。 

（４）本業務で発生した廃材等は船外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理すること。 

（５）本仕様書は業務の大要を示したものであり、明記が無いものであっても、当然実施すべき

事項についてはこれを行うものとする。 

 

７．その他 

（１）請負者は、以下の書類を書面各２部及び電磁記録媒体１部提出すること。また、メーカー

附属品及び予備品がある場合は、全て納品すること。 
1．取扱説明書 

2．整備資料 

3．部品表 

4．設計図面 

5．試験成績書 

（２）詳細については担当職員の指示に従うこと。 
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